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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　連結経営指標等

回次
第34期

第２四半期連結
累計期間

第35期
第２四半期連結
累計期間

第34期
第２四半期連結
会計期間

第35期
第２四半期連結
会計期間

第34期

会計期間

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成22年
　　４月１日
至　平成22年
　　９月30日

自　平成21年
　　７月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成22年
　　７月１日
至　平成22年
　　９月30日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成22年
　　３月31日

売上高 (千円) 5,926,6566,736,7943,434,8733,868,57713,340,243

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △503,266 24,044 302,018506,792224,183

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失
(△)

(千円) △567,162△399,931125,805260,921△202,264

純資産額 （千円） ― ─ 3,843,5523,687,3324,088,988

総資産額 （千円） ― ─ 12,091,72612,344,87713,166,565

１株当たり純資産額 （円） ― ─ 382.26 366.68 406.67

１株当たり四半期
純利益金額又は
１株当たり四半期
(当期)純損失金額(△)

（円） △56.41 △39.77 12.51 25.95 △20.12

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

（円） ― ─ ― ─ ―

自己資本比率 （％） ― ─ 31.79 29.58 31.10

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △550,936△342,405 ― ─ 1,433,050

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △531,224△586,331 ― ─ △914,754

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 1,615,683△30,495 ― ─ 573,540

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

（千円） ― ─ 2,613,0722,319,2203,175,999

従業員数 （人） ― ─ 658 680 645

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含んでおりません。

３　第34期第２四半期連結累計期間及び第35期第２四半期連結累計期間並びに第34期の潜在株式調整後１株当た

り四半期(当期)純利益金額については、１株当たり四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。また、第34期第２四半期連結会計期間及び第35期第２四半期連結会計期間について

は潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(人) 680(650)

(注)　従業員数は就業人員であり、(　)内は、臨時雇用者(非常勤講師及びパート職員)の人数を外数で記載しております

が、非常勤講師の場合は１日当たりの就業時間数を５時間として、またパート職員の場合は１日当たりの就業時

間数を８時間として換算した当第２四半期連結会計期間の平均人数を記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(人) 601(599)

(注)　従業員数は就業人員であり、(　)内は、臨時雇用者(非常勤講師及びパート職員)の人数を外数で記載しております

が、非常勤講師の場合は１日当たりの就業時間数を５時間として、またパート職員の場合は１日当たりの就業時

間数を８時間として換算した当第２四半期会計期間の平均人数を記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループの主たる事業は教育関連事業であるため、該当事項はありません。

　

(2) 受注状況

当社グループの主たる事業は教育関連事業であるため、該当事項はありません。

　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

前年同四半期比(％)

学習塾事業(千円) 2,394,030 ─

高認・サポート校・通信制高校事業(千円) 1,246,128 ─

その他(千円) 228,418 ─

合計(千円) 3,868,577 ─

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　金額には消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第2四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に企業業績の回復傾向が見られるものの、経済

の先行き不透明感が依然として払拭されないため、個人消費の本格的な景気回復には至らず、引き続き厳

しい経営環境が続いております。

このような環境のもと、当社グループでは「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会への貢献」とい

う経営理念に基づき、教育分野を中心に、社会の進歩と発展、とりわけ「教育は人の幸せに寄与すべき」

を第一義とし、社員・スタッフ・会社が一丸となり、「３つの貢献」の実現をめざしております。　

具体的には民間教育機関では類まれな意欲喚起教育(キャリア教育)の推進、生徒の成績向上にこだ

わった指導と希望進路の実現により、更なる顧客満足度の向上を推進してまいりました。また、経営管理

手法として導入しているアメーバ経営の着実な進捗により、最も重要な経営資源である社員・スタッフ

が自らの考えや行動を運営に活かすことができ、能力を発揮しやすい環境を整備することで、顧客への質

の高い提案やサービスの提供につなげております。　

セグメント別の状況としては、学習塾事業においては、経済情勢や今年度からの公立高校授業料無償化

に伴う当社主力分野である公立志向への転換が進むとともに、当第2四半期末までに新規1校・移転2校

（内、独立校舎2校）の設備増強を実施した結果、第2四半期末生徒数は過去最高の20,923名(前年同期比

13.2%増)となりました。また、株式会社市進ホールディングスとの提携コースとして個別対応型web授業

(ウィングネット)の展開、株式会社増進会出版社(Z会)との提携コースとして、通学型及び在宅型web講座

の展開を強化してまいりました結果、当第２四半期連結会計期間における売上高は23億94百万円となり

ました。　

高卒認定・サポート校・通信制高校事業においては、高卒認定試験制度の普及・啓蒙及び通信コース

ニーズの高まりに対応した在宅型web講座の展開、社会人を対象に介護福祉士・保育士等の資格取得を目

的とした生涯教育の強化をしてまいりました。その結果、高卒認定試験通信コース生や介護福祉・保育専

攻科生の増加は見られたものの、高卒認定通学コースの生徒数の減少により第2四半期末生徒数は7,974

名(前年同期比1.6%減)となりました。しかしながら、前期売上の減少要因であった売上計上基準変更の影

響が無くなり、当第２四半期連結会計期間における売上高は12億46百万円となりました。なお、経営効率

の向上のため、統合移転1校を実施しております。　

その他は、幼児教育事業、スクールシティ事業、キャリアサポート事業、健康情報関連事業、飲食事業、テ

ナント賃貸収益事業及び広告代理店事業に係る業績を計上しており、当期初より連結子会社数が1社から

6社へ増加したほか、e-ラーニングを主体とするスクールシティ事業、速読を主体とするキャリアサポー

ト事業が伸張し、当第２四半期連結会計期間における売上高は２億28百万円となりました。　

以上の結果として、当第2四半期連結会計期間における連結業績につきましては、売上高は38億68百万

円(前年同期比12.6%増)、営業利益は５億３百万円(同59.3%増)、経常利益は５億６百万円(同67.8%増)、四

半期純利益は２億60百万円(同107.4%増)となりました。　

なお、当社グループの収益構造は、新年度開始となる４月の生徒数が通期で最も少なく、その後増加し

ていくことや夏・冬・春の季節講習会時に売上高が通常月以上に増加することに加え、固定費や広告宣

伝費等の先行投資的費用が発生するため、季節的な収益変動要因があります。その結果、上半期において

は売上高、利益水準とも下半期と比較して低くなる傾向がありますが、当初の計画に対しては順調に推移

しております。　

(2) 財政状態の分析
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当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて８億21百万円減少し123億44百

万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少８億56百万円、授業料等未収入金の減少３億76百万

円、資産除去債務に関する会計基準の適用等に伴う建物及び構築物の増加３億７百万円によるものであ

ります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて４億20百万円減少し86億57百万円となりました。これは主に、

短期借入金の増加３億50百万円、資産除去債務の計上５億15百万円、前受金の減少９億34百万円、支払手

形及び買掛金の減少１億13百万円、社債の減少１億10百万円によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて４億１百万円減少し36億87百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が４億94百万円減少したことによるものであります。　
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、以下に記

載のキャッシュ・フローにより23億19百万円となり、前第２四半期連結会計期間末に比べて２億93百万

円減少しました。

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は72百万円(前年同期は77百万円の資

金の減少)であり、これは主に、税金等調整前四半期純利益５億３百万円、非資金取引として減価償却費の

計上１億50百万円、前受金の減少５億92百万円、貸倒引当金の減少70百万円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は２億54百万円(前年同期は１億62百

万円の資金の減少)であり、これは主に、有形固定資産の取得による支出１億58百万円、有価証券の取得に

よる支出99百万円、投資有価証券の取得による支出45百万円、貸付金の回収による収入60百万円によるも

のであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は１億63百万円(前年同期は２億９百

万円の資金の増加)であり、これは主に、短期借入れによる収入３億円、短期借入金の返済による支出３億

円、長期借入金の返済による支出80百万円、社債の償還による支出63百万円によるものであります。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。

　
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

　
１　基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社企業価値の源泉である当社の

教育理念及び経営理念、多くのステークホルダーとの信頼関係を理解し、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を、中長期的に確保、向上させ得る者が望ましいと考えております。

もとより、当社取締役会は、当社が上場企業である以上、当社株式等の売買は、当社株主の皆様の判断

においてなされるのが原則であり、当社株式等の大規模買付行為が行われる場合においても、その諾否

は、最終的には株主の皆様の自由なご意思により判断されるべきものであると考えており、大規模買付

行為を全て否定するものではありません。

しかしながら、当社株式等の大規模買付行為が行われる場合、その目的・手法等から見て会社に回復

し難い損害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主が買付の条件

等について検討し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しない

もの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大規模買付行為が行われる可能性も否定できませ

ん。

当社は、当社株式等に対してこのような大規模買付行為を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として適切でないと考えております。
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２　当社の財産の有効活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する取組み

当社は、「顧客への貢献」、「社員への貢献」、「社会への貢献」という経営理念の下、「”社会で活

躍できる人づくり”を実現できる最高の教育機関をめざす」というコーポレートビジョンの具現化の

ステップとして、中期経営計画を策定しております。具体的には、教育事業を通じて、より一層の経営基

盤の強化を図り、株主・顧客・社員にその成果を高いレベルで還元できる企業作りを目指しておりま

す。また、事業分野ごとに、教育理念、経営理念に基づき、社会で活躍できる人づくりを目的として、達成

目標と具体的施策を定めております。当社はこれらの施策を実現させることによって、社会的貢献を果

たすとともに、当社の企業価値の向上に努めております。

一方、コーポレートガバナンス充実策の一貫として、平成16年４月より執行役員制度を導入し取締役

と連携して、企業価値向上を目指し、業績確保・業務改革・顧客満足度やＩＲの視点等にスポットを当

て検討し、業務執行に反映させております。

加えて、平成18年５月に内部統制システム構築の基本方針を定め、コンプライアンス委員会の設置、

コンプライアンス基本規程・経営リスク管理規程・社内通報保護規程の制定を行った上で、当社グ

ループのコンプライアンスの推進に取り組んでおります。

　
３　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み

当社は、平成19年11月16日開催の当社取締役会において、前述の株式会社の支配に関する基本方針に

照らし、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「本対応策」といいます)の導入を決

議しました。本対応策は、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株式

等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式等の買付行

為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。また市場取引、公開買付け

等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、このような買付行為を「大規模買付行為」といい、

大規模買付行為を行おうとする者を「大規模買付者」といいます。)が行われる場合に、(1) 事前に大

規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(2) 当社取締役会による一定の評

価期間が経過した後、または株主意思確認総会を開催する場合にあっては当該株主意思確認総会終了

後に大規模買付行為を開始する、という一定の合理的なルール(以下、「大規模買付ルール」といいま

す。)の遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう

大規模買付行為を対抗措置をもって抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上さ

せることを目的とするものです。

当社の株式等について大規模買付行為が行われる場合には、まず当社取締役会宛に、大規模買付ルー

ルに従う旨の誓約文言及び以下の内容等を記載した意向表明書を、日本語にて提出を求めます。当社取

締役会が意向表明書受領後、10営業日以内に交付する必要情報リストに基づき、株主の皆様の判断及び

取締役会としての意見形成のために必要かつ十分と考える情報の提供を求めます。次に、大規模買付行

為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が必要情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)

のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合)又は90日間(その他の大規模買付行為の場合)

を取締役会による大規模買付行為の評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間とし、当社取

締役会は、独立委員会に対抗措置発動の是非、株主意思確認総会の要否その他当該大規模買付行為に関

連する事項について諮問し、また、弁護士、公認会計士、フィナンシャル・アドバイザー等の外部専門家

の助言を受けながら、独立委員会からの勧告等を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見をと

りまとめます。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交

渉し、当社取締役会として株主の皆様への代替案を提示することもあります。
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当社取締役会は、本対応策の適正な運用及び本対応策に関する当社取締役会の恣意的な判断を排除

し、その決定の客観性・合理性を確保するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取

締役、社外監査役、又は社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任された委員からなる独立委員

会を設置し、対抗措置を発動するか否か、対抗措置を発動することにつき株主意思確認総会を開催する

か否か等の本対応策に係る重要な判断に際しては、独立委員会に諮問するものとします。

独立委員会は当社取締役会より諮問された事項その他につき、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益の毀損防止の観点から、当該大規模買付行為について、中立的な立場で慎重に評価・検討の上で、

当社取締役会に対し勧告等を行います。なお、当社取締役会は、対抗措置の発動、株主意思確認総会の開

催を含む独立委員会に対する諮問事項等につき最終的な決定を行うにあたっては、独立委員会の勧告

等を最大限尊重いたします。当社取締役会は、独立委員会の勧告、または株主意思確認総会の決議内容

に従い、対抗措置の発動・不発動等の決議を行います。

当社取締役会が具体的対抗措置として、新株予約権無償割当てをする場合には、新株予約権者は、当

社取締役会が定めた１円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得す

ることができるものとし、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属する者は行使が認めら

れないという行使条件や、当該行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する

新株予約権を当社が取得し、対価として当社普通株式を交付することができる旨の取得条項を定める

など、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件等を設けることがあります。また、当社取締

役会が具体的対抗措置を発動することを決定した後であっても、当該大規模買付者が大規模買付行為

もしくはその提案の撤回又は変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判

断した場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告等を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止

又は変更等を行うことがあります。当社取締役会は、このような決議を行った場合は、速やかに開示い

たします。

本対応策は平成20年６月26日開催の定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)におい

て、出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同をいただきましたので、本対応策の有効期間は、本定時

株主総会終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時

まで延長されております。以降、本対応策の継続については当社の定時株主総会の承認を経ることとし

ます。また、当社取締役会は、法令・証券取引所規則の改正・解釈の変更や司法判断の動向を踏まえ、独

立委員会の承認を得た上で、必要に応じて本対応策を変更することがあります。

　

４　各取組みに対する当社取締役の判断及びその判断に係る理由

２　に記載した中期経営計画に基づく取り組みは、当社グループの企業価値を向上させるものであ

り、またコーポレートガバナンスの充実・コンプライアンスの徹底に向けての取り組みは、中期事業計

画を推進し企業価値向上を図る上での基盤となるものと考えています。従って、かかる取り組みは上記

基本方針に添うものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
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また、３　に記載した基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上さ

せるために導入されたものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針

に添うものです。特に、本対応策の継続及び廃止は株主の皆様のご意思に沿うものとなっていること、

本対応策は当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会によりいつでも廃止するこ

とができること、対抗措置を発動する際には、外部専門家等の助言を得るとともに、独立委員会の勧告

等を得て、当社取締役会はこれを最大限尊重することとし、加えて、株主意思確認総会を開催する場合

には、対抗措置発動の是非について株主の皆様のご意思を直接確認するなど、本対応策には、当社取締

役会による適正な運用を担保するための手続が盛り込まれており、この点からも本対応策が基本方針

に沿うものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことが明らかであります。

　

(5) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更並びに重要

な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであり

ます。

　
　

会社名
事業所名

所在地
セグメント
の名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

(千円)
既支払額
(千円)

着手 完了

当社
第一ゼミナール
上本町校

大阪市
天王寺区

学習塾事業 教場の新設 12,500 ─ 自己資金
平成22年
10月

平成22年
　10月

100

当社

ファロス個別指導学院

上野芝教室

堺市西区 学習塾事業 教場の新設 10,000 ─ 自己資金
平成22年

10月

平成22年

10月
100

当社

ファロス個別指導学院

北野田教室

堺市東区 学習塾事業 教場の新設 8,000 ─ 自己資金
平成22年

10月

平成22年

11月
100

(注) １　完成後の増加能力は、教場の座席数で記載しております。

２　金額には消費税等は含んでおりません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 44,760,000

計 44,760,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,440,00010,440,000
大阪証券取引所
(JASDAQ市場)

単元株式数100株

計 10,440,00010,440,000― ―

(注）大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥ

Ｏ市場とともに、新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商

品取引所は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）であります。　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年７月１日～
平成22年９月30日

― 10,440,000 ― 1,299,375 ― 1,517,213

　

EDINET提出書類

株式会社ウィザス(E04850)

四半期報告書

12/33



　

(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合
(％)

堀　川　一　晃 大阪府松原市 1,509 14.45

株式会社増進会出版社 静岡県駿東郡長泉町下土狩字柄在家１０５－１７ 626 6.00

ウィザス職員持株会
大阪市中央区備後町３－６－２
ＫＦセンタービル

605 5.80

堀　川　直　人 大阪府松原市 466 4.46

堀　川　明　人 大阪府松原市 466 4.46

竹　田　和　平 名古屋市天白区 300 2.87

株式会社明光ネットワーク
ジャパン

東京都新宿区西新宿７－２０－１ 267 2.57

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５ 267 2.56

株式会社市進ホールディン
グス

千葉県市川市八幡２－３－１１ 220 2.11

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 217 2.08

計 ― 4,944 47.36

(注)　上記のほか、自己株式が377千株あります。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 377,600

― 単元株式数100株

完全議決権株式(その他)
　

普通株式10,061,900
　

100,619 同上

単元未満株式
　

普通株式 500
　

― ―

発行済株式総数 10,440,000― ―

総株主の議決権 ― 100,619 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が22,800株及び自己株式のうち

実質的に保有していない株式1,000 株が含まれております。また、「議決権の数(個)」の欄には、同機構名義の完

全議決権株式に係る議決権の数228個及び自己株式のうち実質的に保有していない株式に係る議決権の数10個が

含まれております。
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② 【自己株式等】

　 　 平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ウィザス

大阪市中央区備後町
３－６－２
ＫＦセンタービル

377,600 ― 377,600 3.62

計 ― 377,600 ― 377,600 3.62

(注)　上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が1,000 株(議決権の数10

個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれてお

ります。

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月

　
５月

　
６月

　
７月

　
８月

　
９月

最高(円) 235 233 222 303 245 239

最低(円) 220 189 193 202 201 220

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)におけるものであります。

なお、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場とともに、新

たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、平成22年10月12日付で大阪証券取引所ＪＡ

ＳＤＡＱ（スタンダード）に上場となっております。

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,376,272 3,233,048

受取手形及び売掛金 63,011 34,006

授業料等未収入金 77,342 454,274

有価証券 99,150 20,000

教材 46,746 56,614

商品及び製品 55,479 17,431

原材料及び貯蔵品 39,731 30,774

その他 470,995 514,822

貸倒引当金 △18,421 △21,339

流動資産合計 3,210,306 4,339,634

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,032,548 2,725,223

その他（純額） 1,539,876 1,416,733

有形固定資産合計 ※1
 4,572,425

※1
 4,141,957

無形固定資産

のれん 67,870 62,322

その他 339,318 324,009

無形固定資産合計 407,188 386,332

投資その他の資産

投資有価証券 1,330,166 1,369,769

敷金及び保証金 1,387,026 1,434,976

その他 1,574,778 1,675,642

貸倒引当金 △214,677 △273,381

投資その他の資産合計 4,077,294 4,207,006

固定資産合計 9,056,908 8,735,296

繰延資産 77,661 91,633

資産合計 12,344,877 13,166,565
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 154,696 268,650

短期借入金 1,400,000 1,050,000

1年内返済予定の長期借入金 233,322 287,944

1年内償還予定の社債 220,800 220,800

未払法人税等 163,045 184,675

前受金 2,482,175 3,416,442

賞与引当金 261,327 216,476

その他 663,492 710,401

流動負債合計 5,578,860 6,355,391

固定負債

社債 491,400 601,800

長期借入金 904,238 1,001,686

退職給付引当金 558,018 501,592

役員退職慰労引当金 343,339 334,800

資産除去債務 515,364 －

その他 266,324 282,306

固定負債合計 3,078,684 2,722,185

負債合計 8,657,544 9,077,576

純資産の部

株主資本

資本金 1,299,375 1,299,375

資本剰余金 1,517,213 1,517,213

利益剰余金 1,632,500 2,126,598

自己株式 △145,747 △146,113

株主資本合計 4,303,341 4,797,073

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 79,812 23,893

土地再評価差額金 △731,978 △731,978

評価・換算差額等合計 △652,166 △708,085

少数株主持分 36,156 －

純資産合計 3,687,332 4,088,988

負債純資産合計 12,344,877 13,166,565

EDINET提出書類

株式会社ウィザス(E04850)

四半期報告書

17/33



(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 5,926,656 6,736,794

売上原価 5,138,876 5,446,668

売上総利益 787,780 1,290,126

販売費及び一般管理費 ※1
 1,199,074

※1
 1,241,516

営業利益又は営業損失（△） △411,294 48,609

営業外収益

受取利息 5,185 3,475

受取配当金 7,063 6,509

イベント協力金収入 － 8,748

その他 31,299 12,332

営業外収益合計 43,548 31,067

営業外費用

支払利息 25,060 20,016

貸倒引当金繰入額 43,167 2,183

開業費償却 30,126 15,632

持分法による投資損失 23,103 13,954

その他 14,063 3,844

営業外費用合計 135,521 55,631

経常利益又は経常損失（△） △503,266 24,044

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 57,942

固定資産売却益 3,653 －

負ののれん発生益 － 1,921

その他 298 9,695

特別利益合計 3,952 69,559

特別損失

減損損失 3,604 30,690

投資有価証券評価損 3,330 27,798

持分法による投資損失 ※2
 148,729 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 271,118

その他 26,885 62,431

特別損失合計 182,549 392,038

税金等調整前四半期純損失（△） △681,864 △298,434

法人税、住民税及び事業税 52,937 140,073

法人税等調整額 △167,639 △47,414

法人税等合計 △114,701 92,659

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △391,093

少数株主利益 － 8,837

四半期純損失（△） △567,162 △399,931
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 3,434,873 3,868,577

売上原価 2,533,241 2,758,139

売上総利益 901,631 1,110,438

販売費及び一般管理費 ※1
 585,764

※1
 607,331

営業利益 315,867 503,106

営業外収益

受取利息 2,404 1,849

受取配当金 3,075 789

保険解約返戻金 7,268 178

持分法による投資利益 － 8,279

イベント協力金収入 7,860 8,748

その他 6,751 4,609

営業外収益合計 27,360 24,455

営業外費用

支払利息 13,450 10,155

貸倒引当金繰入額 － 330

開業費償却 14,458 7,816

持分法による投資損失 4,750 －

その他 8,550 2,467

営業外費用合計 41,209 20,769

経常利益 302,018 506,792

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 57,154

特別利益合計 － 57,154

特別損失

減損損失 3,604 13,442

固定資産除却損 4,810 20,688

投資有価証券評価損 3,330 1,230

持分法による投資損失 ※2
 8,285 －

その他 667 25,421

特別損失合計 20,698 60,782

税金等調整前四半期純利益 281,320 503,165

法人税、住民税及び事業税 25,473 102,715

法人税等調整額 130,041 129,601

法人税等合計 155,515 232,317

少数株主損益調整前四半期純利益 － 270,848

少数株主利益 － 9,926

四半期純利益 125,805 260,921
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △681,864 △298,434

減価償却費 256,199 291,592

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 271,118

開業費償却額 30,126 15,632

減損損失 3,604 30,690

のれん償却額 12,464 14,666

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,589 △73,730

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,920 42,050

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,870 56,425

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,389 8,538

受取利息及び受取配当金 △12,249 △9,985

支払利息 25,060 20,016

持分法による投資損益（△は益） 171,832 13,954

投資有価証券評価損益（△は益） 3,330 27,798

売上債権の増減額（△は増加） 407,028 375,912

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,185 9,077

仕入債務の増減額（△は減少） △135,388 △127,451

前受金の増減額（△は減少） △546,678 △934,779

その他の資産の増減額（△は増加） 43,577 96,091

その他の負債の増減額（△は減少） △83,724 △40,497

その他 10,282 7,493

小計 △520,396 △203,819

利息及び配当金の受取額 24,257 21,437

利息の支払額 △23,559 △20,297

法人税等の支払額 △89,849 △154,906

法人税等の還付額 58,611 15,180

営業活動によるキャッシュ・フロー △550,936 △342,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △551,851 △490,343

無形固定資産の取得による支出 △18,278 △47,551

有価証券の取得による支出 － △99,150

投資有価証券の取得による支出 △27,500 △45,180

子会社株式の取得による支出 － △3,580

貸付けによる支出 △23,000 △251

貸付金の回収による収入 14,305 60,416

その他 75,099 39,308

投資活動によるキャッシュ・フロー △531,224 △586,331
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,900,000 1,700,000

短期借入金の返済による支出 △550,000 △1,350,000

長期借入金の返済による支出 △100,416 △157,070

社債の発行による収入 493,075 －

社債の償還による支出 △47,000 △110,400

リース債務の返済による支出 － △33,043

配当金の支払額 △79,975 △79,982

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,615,683 △30,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 533,522 △959,232

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 102,453

現金及び現金同等物の期首残高 2,079,550 3,175,999

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,613,072

※1
 2,319,220
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

1.連結の範囲に関する事項の変更 (1) 連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間より、重要性が増したため、下記５社を連

結の範囲に含めております。

㈱ＳＲＪ、㈱ハートコミュニケーション(旧社名㈱トマティスジャ

パン)、㈱尚や、㈱グローバルエール、㈱ウィザス沖縄

　 　
　 (2) 変更後の連結子会社の数

10社

2.持分法の適用に関する事項の変更 (1) 持分法適用関連会社の変更

第１四半期連結会計期間より、重要性が増したため、㈱ふみコミュ

ニケーションズを持分法の適用の範囲に含めております。

　 　
　 (2) 変更後の持分法適用関連会社の数

５社

3.会計処理基準に関する事項の変更 (1) 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基

準」(企業会計基準第18号　平成20年３月31日)及び「資産除去債務

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成

20年３月31日)を適用しております。

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそ

れぞれ18,261千円減少し、税金等調整前四半期純損失が289,380千円

増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債

務の変動額は507,768千円であります。

　 　
　 (2) 「企業結合に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企

業会計基準第21号　平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会

計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)、「『研究開発費

等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号　平成20年12

月26日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号　平

成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16

号　平成20年12月26日公表分)、「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成20

年12月26日)を適用しております。
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【表示方法の変更】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

１．前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「イベント協力金収入」は、営業
外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、
前第２四半期連結累計期間の営業外収益「その他」に含まれる「イベント協力金収入」は7,860千円でありま
す。
２．「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の　
　一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期連結累計期間では、
「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。

　

　

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期連結会計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

【簡便な会計処理】

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、2,731,230　　　　 

千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、2,310,323千円

であります。

　２　保証債務

　　　金融機関との契約に基づく従業員貸付金制度の従業

員借入額に対する債務保証額が1,634千円あります。

　２　保証債務

　　　金融機関との契約に基づく従業員貸付金制度の従業

員借入額に対する債務保証額が2,530千円あります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は下記のとおりであります。

広告宣伝費 422,696千円

賞与引当金繰入額 8,609千円

貸倒引当金繰入額 350千円

退職給付費用 4,897千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,716千円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は下記のとおりであります。

広告宣伝費 433,464千円

賞与引当金繰入額 19,305千円

貸倒引当金繰入額 237千円

退職給付費用 4,846千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,284千円

※２　特別損失に計上した持分法による投資損失は、会計

制度委員会報告第９号「持分法会計に関する実務

指針」第９項なお書き及び会計制度委員会報告第

７号「連結財務諸表における資本連結手続に関す

る実務指針」第32項の規定に基づき、関連会社に

係るのれん相当額を一括償却したことによるもの

であります。

※２　　　　　　　　───────

　
　

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は下記のとおりであります。

広告宣伝費 209,856千円

賞与引当金繰入額 5,728千円

貸倒引当金繰入額 2,804千円

退職給付費用 2,665千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,936千円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は下記のとおりであります。

広告宣伝費 225,229千円

賞与引当金繰入額 13,970千円

貸倒引当金繰入額 237千円

退職給付費用 2,423千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,607千円

※２　特別損失に計上した持分法による投資損失は、会計

制度委員会報告第９号「持分法会計に関する実務

指針」第９項なお書き及び会計制度委員会報告第

７号「連結財務諸表における資本連結手続に関す

る実務指針」第32項の規定に基づき、関連会社に

係るのれん相当額を一括償却したことによるもの

であります。

※２              ───────
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年９月30日現在)

現金及び預金勘定 2,620,116千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金等

△7,044千円

現金及び現金同等物 2,613,072千円
 

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年９月30日現在)

現金及び預金勘定 2,376,272千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金等

△57,051千円

現金及び現金同等物 2,319,220千円
 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１

日　至　平成22年９月30日)

１　発行済株式の種類及び総数

普通株式 10,440,000株

　

２　自己株式の種類及び株式数

普通株式 383,943株

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月25日
取締役会

普通株式 80,499 8.0平成22年３月31日 平成22年６月11日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連

結会計期間末後となるもの

　

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年11月12日
取締役会

普通株式 55,343 5.5平成22年９月30日 平成22年12月３日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自平成21年７月１日　至平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期間

(自平成21年４月１日　至平成21年９月30日)

　全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める「教育事業」の割合がいずれも90%

超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自平成21年７月１日　至平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期間

(自平成21年４月１日　至平成21年９月30日)

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自平成21年７月１日　至平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期間

(自平成21年４月１日　至平成21年９月30日)

　海外売上高がないため該当事項はありません。

　

【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。

当社グループは、総合教育サービス企業として、小・中・高校生までを対象とした受験・教科学習

指導及び高等学校卒業程度認定試験(高認)の受験指導を主要な事業として事業活動を展開しており

ます。

従って、提供する教育内容及び対象となる顧客層に基づき、「学習塾事業」「高認・サポート校・

通信制高校事業」の２つを報告セグメントとしております。
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２　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

(単位：千円)

　

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３学習塾事業

高認・
サポート校・
通信制高校
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への
　売上高

3,837,8062,418,1546,255,960480,8336,736,794 － 6,736,794

　セグメント間
　の内部売上高
　又は振替高

－ － － 447,393447,393△447,393 －

計 3,837,8062,418,1546,255,960928,2267,184,186△447,3936,736,794

セグメント利益 560,61573,188633,804 5,793 639,597△590,98848,609

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼児教育事業、スクールシティ事業、

キャリアサポート事業、健康情報関連事業、飲食事業、テナント賃貸収益事業及び広告代理店事業を含んでお

ります。

２　セグメント利益の調整額△590,988千円には、セグメント間取引消去1,563千円、のれん償却額△12,464千円及

び各報告セグメントに配分していない全社費用△580,087千円が含まれております。全社費用は、主に報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

当第２四半期連結会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

(単位：千円)

　

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３学習塾事業

高認・
サポート校・
通信制高校
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への
　売上高

2,394,0301,246,1283,640,159228,4183,868,577 － 3,868,577

　セグメント間
　の内部売上高
　又は振替高

－ － － 256,669256,669△256,669 －

計 2,394,0301,246,1283,640,159485,0874,125,246△256,6693,868,577

セグメント利益 679,07888,705767,784 5,232 773,016△269,910503,106

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼児教育事業、スクールシティ事業、

キャリアサポート事業、健康情報関連事業、飲食事業、テナント賃貸収益事業及び広告代理店事業を含んでお

ります。

２　セグメント利益の調整額△269,910千円には、セグメント間取引消去△3,913千円、のれん償却額△6,232千円及

び各報告セグメントに配分していない全社費用△259,765千円が含まれております。全社費用は、主に報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第20号　平成20年３月21日)を適用しております。

　

(金融商品関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)

その他有価証券で時価のあるものについて、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動がありませ

ん。

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自平成22年７月１日　至平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　
(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間(自平成22年７月１日　至平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)

資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著

しい変動が認められません。

　

(賃貸等不動産関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 366.68円１株当たり純資産額 406.67円

　
２　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 56.41円１株当たり四半期純損失金額 39.77円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

四半期純損失(千円) 567,162 399,931

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失(千円) 567,162 399,931

期中平均株式数(千株) 10,054 10,055

　
　

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 12.51円１株当たり四半期純利益金額 25.95円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

　
前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

四半期純利益(千円) 125,805 260,921

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 125,805 260,921

期中平均株式数(千株) 10,054 10,056
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

当第２四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認

められないため、記載を省略しております。

　

２ 【その他】

平成22年11月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ)　配当金の総額………………………………… 　55,343千円

(ロ)　１株当たりの金額…………………………… 　5円50銭

(ハ)　支払請求の効力発生日及び支払開始日…… 平成22年12月３日

(注)　平成22年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　
平成21年11月12日
　

株式会社ウィザス

取締役会　御中
　

　
有限責任監査法人　トーマツ 　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　小　　山　　謙　　司　　印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　生　　越　　栄 美 子　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ウィザスの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ウィザス及び連結子会社の平成21年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　
追記情報

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四

半期連結会計期間より施設利用収入について売上計上基準を変更した。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注) ①　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

②　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　
平成22年11月11日
　

株式会社ウィザス

取締役会　御中
　

　
有限責任監査法人　トーマツ 　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　小　　山　　謙　　司　　印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　生　　越　　栄 美 子　　印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　目　　細　　　　　実　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ウィザスの平成22年4月1日から平成23年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（平成

22年7月1日から平成22年9月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ウィザス及び連結子会社の平成22年9

月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成

績並びに第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報　

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四

半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」を適用している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

(注) ①　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

②　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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